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                    平成１４年５月２７日 

                          １４収第４０－２号 

                区  長  決  裁 

 
 
(目的) 

第１条 この基準は、区の公金の運用管理の原則を定めることにより、公金の安全で有利 

  な運用を図り、もって区財政の効率的運営に資することを目的とする。 

 

(運用方針) 

第２条 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)並びに基金に属する現 

金の運用管理に当たっては、安全性の確保を最優先することとし、そのうえで有利性、

効率性を確保するものとする。 

   また、この基準によるものの他、具体的な公金運用管理方針については、毎年度会

計管理者が別途定める。 

 

(歳計現金等の運用管理) 

第３条 歳計現金等は、指定金融機関の普通預金に預託することを原則とし、支払準備 

に余裕があると判断される現金については、次条に準じ預託することができる。 

 

(基金の運用管理)  

第４条 基金に属する現金の運用管理は、次により行う。 

 (1)  金融機関へ預託する場合は大口定期預金等とする。 

 (2)  債券を購入する場合は、国債、地方債、政府保証債その他で、元本の償還及び利息 

  の支払いが確実な利付債券又は割引債券とする。 

 (3)  ゆうちょ銀行へ貯金する場合は、定額貯金又は定期貯金とする。 

(4) 預託先金融機関は、次に挙げる事項を満たす金融機関のうちから選定するものとする。 

  ①自己資本比率が、銀行法等による規制基準を上回る水準であること。 

  ②主要格付機関による格付けのある金融機関においては、その長期債務格付けが投資

適格水準であること。 

  ③その他別に定める事項。 

(5) 預託する金融機関は、原則として、区内に本店・支店を有する金融機関とする。 

(6) 本項第４号の評価に当たっては、各金融機関のディスクロージャー誌(業務報告書等) 

   の数値を適用する。また、必要に応じて、該当金融機関の本店・支店に直接説明を求 



めるものとする。 

(7) 大口定期預金等に預託する場合は、原則として、6 か月を超えない範囲とする。ただ

し、長期運用が可能のものは、２年を超えない範囲とする。 

(8) 前号ただし書の規定にかかわらず、メガバンク（みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行及び三

井住友銀行）及びメガバンク系の信託銀行（みずほ信託銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行及び

三井住友信託銀行）のうち、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第２条第 36 項に

規定する信用格付業者のうち少なくとも１社から同条第 34項の規定による長期債務に係

る信用格付がＡＡ（ダブルＡ）以上の評価を受けているものにおいて、長期運用が可能

なものは１０年を超えない範囲とする。 

 

 

（預金の解約） 

第 5 条 区の支払に必要な場合のほか、預託している金融機関が次の各号の一に該当する

ときは、預金を解約することができる。 

（1）経営状況の悪化等により第４条第 4 号に定める基準を満たさなくなったとき 

（2）金融機関として信頼性に欠ける行為が判明したとき 

（3）その他預金を解約することが適当と認めたとき 

 

   

   付 則 

(施行期日) 

１  この基準は、平成１４年４月１日から施行する。 

（平成１４年度における特例） 

２  第３条に規定する預託は、平成１４年度においては、普通預金とする。 

３  第４条に規定する預託は、平成１４年度においては、普通預金とすることができる。 

 

  付 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

この基準は、平成１９年４月１日から施行する。 

   

付 則 

この基準は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 



   付 則 

この基準は、平成２１年８月１日から施行する。 

   

付 則 

この基準は、平成２６年１１月１日から施行する。 

 

   付 則 

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この基準は、平成３０年５月１５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


